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は  じ  め  に 
 

 

北本市子どもの権利擁護委員 

代表擁護委員 原 田  茂 喜 

 

  

北本市子どもの権利に関する条例（以下、「条例」といいます。）は、２０２２年

（令和４年）１０月１日に施行されました。施行から約２年が経過しようとしてい

ます。施行当初は、まず、市民の皆さんに子どもの権利のことや条例のことを知っ

てもらいたいと思い、子どもの権利相談を案内するリーフレットや相談カード、ニ

ュースレターなどの配布、市内公共施設等へのポスターの掲示、出前授業、こども

とみどりのフェスティバルなどのイベントへの参加など、様々な普及啓発活動に努

めてきました。 

さらに、２０２３年（令和５年）１０月には、北本市子どもの権利相談の愛称を

募集し、多数の応募作品の中から子どもたちの投票により、「とまちゃんち」に決ま

りました。「とまちゃんち」は、北本市のキャラクター「とまちゃん」のお家で心配

事や悩み事を打ち明けられるイメージを連想させ、親しみやすく、安心して相談で

きるということが伝わってくる素晴らしい愛称になったと思います。 

北本市子どもの権利相談「とまちゃんち」は、みなさんにとって身近なものにな

ってきたでしょうか。おかげさまで、子どもたちからは、「とまちゃんちのこと、知

っているよ。」という声を聞く機会が増えたように思います。 

反面、大人には、浸透が不十分なように感じます。イベントなどで「とまちゃん

ち」を尋ねると「なんですか、それ？」という方もいらっしゃいます。 

私は、もっと（もっと、もっと）、大人にも、子どもの権利や権利相談「とまちゃ

んち」を知ってもらい、相談していただきたいと思っています。 

「子どもの権利擁護」と聞くと、言葉がとても難しくて、どうすればよいのか分

からないと思われる方もいらっしゃると思います。 

実は、そんなことは、全くないのです。とても簡単なことです。それは、子ども

に「どうしたの？」と聞いてあげることです。 

子どもには、子どもの権利条約やこども基本法で「意見表明権」が保障されてい

ます。また、北本市子どもの権利に関する条例第１１条では「自らの意見を表明す

ることができ、その年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重されること。」が定

められています。条文の文言を読むと、少し堅苦しく、どうしたらよいか分からな

いと感じるかもしれません。 

しかし、これはかみ砕くと「どうしたの？」と聞いてあげてくださいということ

を、難しくいっただけのことなのです。 

子どもに対して「どうしたの？」と尋ねるこの一言が、「こんなことも相談しても

いいのかな」という迷いの枷（かせ）から、子どもを開放してくれるものと考えま
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す。大人のみなさんには、「どうしたの？」と子どもに気軽に声をかけ、気にかけて

いることを伝えてもらいたいと思います。 

そうすれば、みどり豊かなまち北本市に、子どもたちの笑顔の花がたくさん咲き

誇ると思います。これからも、みなさんと共に、子どもたちの笑顔のために、頑張

りたいと思います。  
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Ⅰ 北本市子どもの権利擁護委員の概要 
 

１ 北本市子どもの権利に関する条例制定の経緯及び目的 
 

「北本市子どもの権利に関する条例」は、令和３年６月、北本市議会において「子

どもの権利に関する特別委員会」が設置され、論議・検討が進められました。 

令和４年３月、令和４年第１回北本市議会定例会において、条例案が提案され、議

会における全会一致により可決・成立し、同月３１日付けで「北本市子どもの権利に

関する条例」が公布され、同年１０月１日に施行されました。 

この条例は、子どもの権利の内容を明らかにするとともに、子どもの権利を守るた

めの仕組みを定めることで子どもの権利を保障し、もって全ての子どもが幸せな生活

を送ることができる社会を実現することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基  本  理  念 
子どもの権利は、次に掲げる事項を基本理念として、保障されなければならない。 

●子ども又は家族の生まれ育った環境、状況、人種、国籍、障害の有無等にかかわ

らず、差別されないこと。 

●子どもの最善の利益を優先して考慮されること。 

●子どもの生きる権利が認められ、成長及び発達が可能な最大限の範囲において確

保されること。 

●自らに影響を及ぼす全ての事項について意見を表明することができること及びそ

の意見がその子どもの年齢及び発達の程度に応じて、十分に尊重されること。 

●自らが権利の主体であり、その権利を自ら行使することができること及びその権

利の行使に当たって必要な支援を受けられること。 

・いのちが守られること�

・愛情・理解をもって育まれること�

・あらゆる暴⼒を受けないこと�

・平和で安全なところで⽣活できること�

・個性が認められ、⼈格が尊重されること�

・学んだり、遊んだり、休んだりできること�

・自分に関係することについて、自分で決める

ことができること�

・地域の活動に参加できること�

・安心して過ごせる居場所が確保さ

れること�

・子どもであることを理由に、大⼈から差別さ

れないこと�

・自分の意思や考えが尊重されること�

・自分に関係する情報を、勝手に集められたり

使われたりしないこと�

・誇りを傷つけられないこと�

・自分の意⾒を⾔えること�

・自分の意⾒を⾔うために、援助が受けられる

こと�

・仲間をつくって、集まること�
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２ 北本市子どもの権利擁護委員制度 
 

(１) 設置の目的 

北本市子どもの権利に関する条例第２１条の規定に基づき、子どもの権利の侵害

の防止を図るとともに、権利の侵害から迅速かつ適切に擁護・救済することを目的

に令和 4 年 10 月 1 日、子どもの権利擁護委員を設置しました。 
 

 (２) 子どもの権利擁護委員の職務 

  子どもの権利擁護委員は、北本市子どもの権利に関する条例第２２条の規定に基

づき、次の職務に従事します。 

ア 子どもの権利に関し、子どもやその保護者、その他の大人が困っていること

や悩んでいることなどについて、幅広く相談に応じ、必要な助言その他の援助

を行います。 

イ 子どもを権利の侵害から擁護・救済するため、必要な調査・調整を行います。 

ウ イの結果、是正等の措置が必要と認めるときは、関係する市の機関に対し、

是正等の措置を講じるよう勧告します。また、関係する市の機関以外のものに

対し是正等の措置を講じるよう要請します。 

エ イの結果、制度の改善が必要と認めるときは、関係する市の機関に対し、制

度の改善を求める意見を表明します。 

オ ウの勧告、エの意見の内容を必要に応じ公表します。 

  カ 子どもの権利に関する普及啓発を行います。 
 

 (３)  子どもの権利擁護委員の責務 

  子どもの権利擁護委員は、次の責務を負います。 

  ア 子どもの権利の擁護者として、公平かつ適切に職務を遂行する。 

  イ 職務の遂行に当たっては、関係する機関との連携及び協力に努める。 

  ウ 職務上の地位を政治的、営利的、宗教的な目的に利用してはならない。 

  エ 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 

 (４) 子どもの権利擁護委員の体制 

  子どもの権利擁護委員は、３人以内とし、人格が高潔で、子どもの権利に関し優

れた識見を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が委嘱します。 

  任期は、２年となっております。 

氏   名 所 属 等 任   期 

◎原 田
は ら だ

 茂 喜
し げ き

 弁護士（埼玉弁護士会） 
令和４年 10 月 1 日から 

令和 6 年 9 月 30 日まで 

 安
あん

 ウンギョン 平成国際大学教員 
令和４年 10 月 1 日から 

令和 6 年 9 月 30 日まで 

 ◎印：代表擁護委員 
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 (５) 子どもの権利擁護委員への協力 

  市の機関は、子どもの権利擁護委員の職務遂行に関し、独立性を尊重するととも

に、積極的に協力し、及び援助しなければなりません。 

  市の機関以外のものは、子どもの権利擁護員の職務遂行に協力するよう努めるも

のとします。なお、市長は市の機関以外のものに対し、子どもの権利擁護委員の職

務遂行に協力するよう要請することができます。 
 

(６) 擁護委員会議 

 子どもの権利に関する条例第 22 条に規定する擁護委員の職務の調整等に関する

事項等を処理するときに擁護委員会議を開催します。 

【令和５年度 擁護委員会議の開催回数】 

第１回 第２回 第３回 

令和 5 年６月２日(金) 令和５年７月７日(金) 令和 5 年８月２５日（金） 
 

 (７) 権利侵害からの救済の流れ 
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子どもの権利擁護委員 

※結果通知 

※調査を実施し、是正勧告・要請、意見表明を行った場合は、救済の申立てを

行った相談者等に対し、処理の概要を通知します。 

※子どもの権利擁護委員には、擁護委員の職務の遂行を補佐する相談員を設置

しております。相談員は相談者からの相談に応じるとともに相談以外の調査・

調整等における擁護委員の補助を行います。 

援助・助言 
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３ 子どもの権利相談「とまちゃんち」
 

(１) 子どもの権利相談窓口の設置 

子どもやその保護者等から子どもへの権利侵害に関する相談等に応じる窓口を

令和４年１０月１日に設置しました。 

子どもの権利相談窓口では、子どもやその保護者等からの相談に応じて助言や支

援を行うとともに、子どもの権利擁護・救済するための調査、調整、勧告、要請、

意見表明などを行います。 
 

 (２) 子どもの権利相談員の配置 

  子どもの権利相談窓口に子どもの権利相談員を配置します。子どもの権利相談員

は、人格が高潔で、子どもの権利に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が

委嘱します。 

子どもの権利相談員の主な職務は、次のとおりです。 

ア 子どもの権利擁護委員の職務の遂行を補佐します。 

イ 子どもの代弁者として、子どもの気持ち及び思いを丁寧に聴きます。 

ウ 子どもの主体性が尊重されるよう、必要な助言、援助を行います。 
 

 (３) 子どもの権利相談窓口の愛称「とまちゃんち」 

子どもたちが、相談・来訪しやすい窓口とするため、相談窓口の愛称を募集し、

応募作品の中から子どもたちの投票により、相談窓口の愛称を「とまちゃんち」に

決定しました。（令和５年１０月決定） 
 

 (４) 運営体制 

区  分 摘       要 

所 在 地 
〒364-8633 北本市本町１丁目１１１番地 

北本市役所総務部人権推進課内 

受付時間 
月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前１０時３０分から午後６時００分まで 

相談方法 

面談・手紙  北本市役所２階 総務部人権推進課内 

子どもの権利相談「とまちゃんち」 

電  話  0120－0874
おはなし

－５６
こ ー る

（子ども専用） 

      048－590－5011 

メ ー ル  kodomo-kenri@city.kitamoto.lg.jp 

相談体制 
・子どもの権利擁護委員 ２名 

・子どもの権利相談員 ２名又は３名 

相談対象 

・市内に居住、通勤、通学、通所（入所）する 18 歳未満の子ども

のことであれば、誰でも相談できます。 

・市内の子ども関係施設に通学、通所（入所）する 18 歳の子ども

のことも対象になります。 

 

mailto:kodomo-kenri@city.kitamoto.lg.jp
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 (５) 相談姿勢・対応 

  ア 相談に対する姿勢 

・子ども一人ひとりが権利の主体であることを尊重します。 

・子どもの最善の利益を優先して考えます。 

・子どもの成長と発達に配慮して考えます。 

・子どもの意思を汲み取り大切にします。 

  イ 相談に対する対応 

   ・子どもの権利に関わる相談に応じ、必要な助言、援助を行います。 

・子どもの権利侵害について、文書や口頭による救済の申立てを受け付けます。 

・子どもの権利の侵害から子どもの権利を擁護・救済するための必要な調査・

調整を行い、問題解決に向けて必要な措置を講じるよう関係機関等に勧告・

要請等を行います。 

・子どもが抱える様々な悩みを広く受け付け、助言・支援を行います。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもの権利相談「とまちゃんち」イメージ写真 

「とまちゃんち」窓口 
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 (６) 子どもの権利相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 相談の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８) 会議の開催 

  運営会議、ケース会議を毎週金曜日（原則）に開催しております。 

   【会議の回数】 

会 議 名 開催回数 

運 営 会 議 44 回 

ケース会議 32 回 
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Ⅱ 令和５年度の活動状況 
 

１ 相談状況 
 

 (１) 相談状況の概要 

  ア 相談件数 

   令和５年度の相談件数は、新規の 

相談５７件、継続の相談４３件、延

べ 100 件の相談がありました。 

（表 1） 
 

【表１ 相談件数】 

  件 数 

新規相談 57 件  

継続相談 43 件  

計（延べ件数） 100 件  

Ｒ4 延べ件数 29 件  

  イ 相談者数             【表 2 相談者数】 

  令和５年度の相談者は５８人、そ 

のうち令和４年度からの継続相談者 

1 人、令和 5 年の新規相談者 57 人 

でした。（表 2） 
 

ウ 相談者の内訳 

 人 数 

新規相談者 57 人  

R4 からの継続相談者  1 人  

計（延べ相談者数） 58 人  

R4 新規相談者 11 人  

   令和 5 年度の新規相談者の内、本人からの相談 27 人、保護者等からの相談

13 人、その他 17 人でした。また、相談対象者は、小学生３５人、中学生 13

人、高校生 3 人、その他６人、未就学 0 人でした。（表３、図 1、図 2） 

 【表 3 相談者の内訳】           

 本 人 保護者 その他 計 

未就学 0  0  0  0  

小学生 22  4  9  35  

中学生 4  7  2  13  

高校生 1  2  0  3  

その他 0  0  6  6  

計 27  13  17  57  

R4 計  2  7  2  11  
 

 【図 1 相談者の内訳】          【図 2 相談対象者の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 
相談者 

小学生, 

35人, 61%

中学生,

13人, 23%

高校生,3人, 5%
その他, 

6人, 

11%

未就学, 0人, 0%

本人,

27人,47%

保護者,

13人,23%

その他,

17人,30%

57 件 57 件 
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 (２) 相談方法の状況 

ア 相談方法 

面談 50 件、電話 38 件、手紙 11 件、 

メール 1 件でした。（表 4、図 3） 

全体の半数が面談による相談となります。 

手紙による相談は、令和 4 年度 0 件であっ 

ったことを考えると、大幅に増加しており 

ます。これは市内の小中学校の全児童・生 

徒に配付した相談ミニレターによる相談が 

多くあったことによるものです。 

【表 4 相談方法】        
 面談 電話 手紙 メール 計 

新規相談 35 12 9 1 57 

継続相談 15 26 2 0 43 

計(延べ件数） 50 38 11 1 100 

R4 延べ件数 8 10 0 11 29 
 

  イ 相談者別相談の方法         【図 4 相談者別相談方法】 

   面談による相談は、本人からの相談が 

25 件で最も多いのに対し、電話による相 

談は、本人からの相談が最も少ない 3 件 

となっており、対照的な結果となってお 

ります。（表 5、図４） 

 【表 5 相談者別相談方法】   ※延べ件数 
 面談 電話 手紙 メール 計 

本 人 25 3 6 0 34 

保護者 14 11 2 0 27 

その他 11 24 3 1 39 

計 50 38 11 1 100 
 

ウ 本人による相談の方法         【図 5 本人による相談の方法】 

   相談者本人からの相談は、小学生 29 件 

中学生 4 件、高校生 1 件、未就学 0 件で 

した。また、小学生からの相談は面談が最 

も多く 23 件でした。（表 6、図 5） 

 【表６ 本人による相談の方法】 ※延べ件数 

 面談 電話 手紙 メール 計 

未就学 0 0 0 0 0 

小学生 23 2 4 0 29 

中学生 2 0 2 0 4 

高校生 0 1 0 0 1 

計 25 3 6 0 34 

35

12 9
1

15

26

2

0

10

20

30

40

50

60

面談 電話 手紙 メール

新規件数 継続件数

【図 3 相談方法】 

0 0 0 0

23

2
4

0
2

0
2

00
1

0 0
0

5

10

15

20

25

面談 電話 手紙 メール

未就学 小学生 中学生 高校生

25

3
6

0

14
11

2
0

11

24

3
1

0

5

10

15

20

25

30

面談 電話 手紙 メール

本人 保護者 その他



- 12 - 

 (３) 月別の相談状況 

  月別の相談のうち、新規の相談が最も多かった月は 10 月と３月（10 件）で

す。子どもが多く集まる公園や子ども支援団体などに出向き、子どもの悩みなど

を聴く機会を多く設けたことが相談件数の増に繋がったものです。また、次に多

い 12 月（9 件）は市内の小・中学校等に相談ミニレターを配付したことによるも

のです。（表７、図６、図７） 

 【表 7 月別相談件数】               

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

新規件数 3 5 2 2 4 3 10 5 9 1 3 10 57 

継続件数 7 2 4 2 5 6 3 11 2 0 0 1 43 

計(延べ件数） 10 7 6 4 9 9 13 16 11 1 3 11 100 

Ｒ4 延べ件数 ー ー ー ー ー ー 8 6 1 1 5 8 29 

※令和 4 年 10 月より相談開始 

 

 【図 6 月別相談数】 
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 (４) 内容別の相談状況 

  新規相談のうち、教職員等の指導・対応が 10 件、学校の対応７件の計 17 件が

学校に関係する相談となっています。また、その他の相談には、家庭の悩みなど

があります。（表 8、図 8、図 9） 

 【表 8 相談内容別相談状況】                    
  

 
  

不
登
校 

心
身
 
悩
  

交
友
関
係 

教
職
員
等
 
指
導
 対
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学
校
 
対
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子
育
 
 
悩
  

虐
待 

学
習
 進
路 

性
 
悩
  

 
 
他
関
係
機
関
 
対
応 

 
 
他 

計 

新規件数 1 6 1 6 10 7 4 1 3 0 0 18 57 

継続件数 3 1 0 0 0 13 1 7 0 0 0 18 43 

計(延べ件数） 4 7 1 6 10 20 5 8 3 0 0 36 100 

Ｒ4 延べ件数 3 0 0 2 1 0 2 1 0 0 14 6 29 
 

 【図 8 相談内容別相談状況】 
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【図 10 小学生の相談内容別相談状況 】 【図 11 中学生の相談内容別相談状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【図 12 高校生の相談内容別相談状況】 【図 13 相談対象者その他の相談内容別相談状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小学生に関する新規の相談は、３５件（表 3 相談者の内訳参照）です。そのうち、

教職員等の指導・対応が８件(23％)、学校の対応が 2 件(6％)となっており、全体

の約３割が学校に関する相談となっております。なお、その他１３件(37％)は、家

族についての悩みなどの相談となります。（図 10） 

  中学生に関する新規の相談は、13 件（表 3 相談者の内訳参照）です。小学生に

関する相談と同様に約３割が学校に関する相談となっております。また、学習・進

路などの相談が 2 件ありました。（図 11） 

  高校生に関する新規の相談は、3 件（表 3 相談者の内訳参照）です。そのうち、

学校の対応が２件(67％)、交友関係が１件(33％)となっております。 
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教職員等の指導・対応、子育ての悩みが各１件(16.6%)となっており、相談対象者

の年代等が不明な相談となっております。 
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２ 関係機関との連携、調整活動 
 

 (１) 関係機関との連携 

  子どもの権利相談「とまちゃんち」では、子どもの権利侵害からの擁護、救済を

図るため、相談内容に応じて子ども関係施設や関係機関と連携を図り、子どもの最

善の利益を考慮した対応に努めております。 

  また、相談者とその相手方の双方に対し、助言や支援、仲介などを行い問題解決

に向けた取組みを必要に応じて行っております。 
 

 【関係機関との連携状況】 

連   携   先 件 数 

学校 1 

教育委員会 0 

幼稚園・保育園等 0 

市関係課 1 

民生・児童委員 0 

その他 0 

計 2 

 

 

３ 救済申立ての状況 
 

 (１) 権利侵害からの救済申立て 

  令和５年度の権利侵害からの救済の申立てはありませんでした。 
  

  過去の状況は、以下のとおりです。 

 【救済の申立て一覧】 

令和４年度 
 案 件 番 号 申 立 て の 概 要 措  置 

1 令和５年第１号 
発達の遅れを理由に退園を迫る園の対応

について 
調査・調整・是正要請 
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４ 事例報告 

 (１) 相談内容 
 

  【主な相談内容】 

内 容 別 相  談  内  容 

いじめ ・同級生から嫌なことをされる。 

不登校 
・団体行動が苦手。 

・コロナ禍による休校を境に不登校となった。 

交友関係 

・友達から悪口を言われる。 

・友達を取られた。 

・喧嘩をしたくないと思っているのに喧嘩をしてしまう。 

教職員の指導・対応 

・先生がこわい。 

・先生の言葉が厳しい。 

・先生の機嫌が悪い時があって困る。 

学校の対応 

・行事の練習がきつい。 

・いじめに対する学校の対応が遅い。 

・部活動の方針に不満がある。 

子育ての悩み ・子の心身発達の遅れが心配。 

虐待 ・虐待の疑いがある。（情報提供） 

学習・進路 
・希望する高校に進学できるか心配。 

・勉強の仕方を知りたい。 

その他 

・家族間のトラブル。 

・家族の健康が心配。 

・家庭の悩み 
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 (２) 相談事例 

  相談事例は、プライバシー保護のため、複数の事例から構成するとともに、相談

内容等を変更し、作成したものです。 
   

【相談事例】 

相  談  者  本人 年    代 高校生 

相談の内容別  交友関係 相 談 方 法  電話 

主    訴 
自分の感情をコントロールできるようになって、友達と楽

しい学校生活を安心して送りたい。 

相 談 内 容 

 自分の感情をコントロールすることが苦手です。 

 中学生のとき、カッとなって口論となり、友達にケガをさせてしまったことが

あります。何が原因で喧嘩になったのかよく思い出せません。高校でも複数回ト

ラブルを起こしてしまいました。 

今、仲のよい友達がいます。これからも楽しく過ごしていきたいと思っている

のですが、何かの拍子で相手を傷つけてしまうのではないかと心配です。自分の

感情をコントロールするにはどうしたらよいでしょうか。 

 

【とまちゃんち】 

● 相談者の気持ちに寄り添い、傾聴に努める。 

 

 

 

 
 

● 相談者の意思を汲み取り、子どもの成長と発達に配慮した助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩みを打ち明けてくれてありがとう。 

自分の感情をコントロール出来ずに、大切な友達を傷つけてし

まうのではないかと心配なんだね。 

 

まず、自分でも努力しているのだけれど、感情のコントロール

が苦手なことを、友達やまわりの人に伝えておいてはどうかな。

自分が友達やまわりの人を大事に思っていることも一緒にね。 

 それから、感情をコントロールする力をつけるには、カッとな

ったときに相手のどんな言葉が嫌だと感じたのか、何に反応して

しまったのか、後から紙に書き出してみるといいよ。冷静なとき

に振り返ることで、自分を客観的に見ることができるよ。自分が

相手にきつく言ってしまった言葉も、どんな言葉に置き換えたら

優しく伝えられたのか考えてみるといいよ。 

過去の失敗を振り返り、自分を変えようと思えるあなたは、と

ても前向きで行動力のある人だと思います。 

これからの学校生活、大いに楽しんでくださいね。 
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Ⅲ 普及啓発活動 
 

１ 広報・啓発 
 

 (１) 広報啓発活動 

  子どもたちや市民の皆さんに子どもの権利相談「とまちゃんち」の存在と役割を

知ってもらい、子どもの権利の侵害に対する擁護・救済を図るとともに、子どもの

権利の侵害に気づき、擁護・救済につながるよう、様々な広報啓発活動を行ってお

ります。 
 

 【配布・掲示等による広報啓発】 

項   目 実施時期 対 象 等 

ポスター配布 4 月～6 月 
市役所、文化センター、各公民館、児童館 

総合福祉センター 

カード、リーフレット、クリア

ファイル配付 
4 月 

市内小・中学校、北本高校 

児童・生徒 

リーフレット配付 5 月 民生・児童委員 

案内チラシ（ポスターＡ4 版）

配布 
5 月 新聞折込による市内全域配布 

リーフレット、ポスター配布 6 月 学習塾、小売店舗 

子どもの権利通信配付 
7 月、９月 

12 月、3 月 

市内小・中学校 

児童・生徒 

ミニレター配付 12 月 
市内小・中学校 

児童・生徒 

出張相談案内チラシ配布 1 月～3 月 
児童館、公民館 

子ども支援団体、児童委員 
 

 【関係機関への訪問】 

期  日 訪  問  先 備  考 
 

7 月 14 日(金) 市内小・中学校（新校長へのあいさつ） 事業の説明 

7 月 24 日(月) 中央児童相談所 事業の説明 

9 月 25 日(月) 東松山特別支援学校嵐山学園分校 事業の説明、啓発品の配布 

10 月 2 日（月） 特別支援学校塙保己一学園 事業の説明、啓発品の配布 

10 月 13 日(金) 騎西特別支援学校 事業の説明、啓発品の配布 

10 月 20 日(金) 騎西特別支援学校北本分校 事業の説明、啓発品の配布 

10 月 23 日(月) 川島ひばりが丘特別支援学校 事業の説明、啓発品の配布 
 

 【イベントへの参加】 

 期  日 イベント名 備  考 
 

4 月 29 日(土) 
こどもとみどりのフェスティバル 啓発品の配布、出張相談 

10 月 9 日(月) スポーツフェスティバル 啓発品の配布、出張相談 

11 月 26 日(日) 北本福祉まつり 啓発品の配布、出張相談 

令和 5 年 

令和 5 年 
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【リーフレット（Ａ4 三つ折り）】    【ポスター（Ａ３版）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カード】              【クリアファイル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表） 

（裏） 

（表） 

（裏） 
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【ミニレター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの権利通信７月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） （表） 

（表） （裏） 
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【子どもの権利通信臨時号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの権利通信 12 月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表） （裏） 

（表） （裏） 
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【子どもの権利通信 3 月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出張相談案内チラシ】 

 

 

  

（表） （裏） 
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 (２) 出張相談の開催 

「話したいけど、遠くて行けない」という子どもの声に応えるため、また、多く

の子どもから話を聞きたいとの思いから出張相談を実施しました。 

公共施設などを中心に出張相談を開催するとともに、子ども支援団体へのあいさ

つ訪問の際にも子どもや保護者からの相談を受けました。 

  子どもたちと気軽に話しをすることができ、日頃の困りごとや悩みごとなどの相

談を聴くことができました。 
 

 【出張相談一覧】 

日  時 出 張 先 対応者 備    考 

令和５年 5 月 16 日(火) 児童館 相談員  雑談形式 

6 月 13 日(火) 児童館 相談員  雑談形式 

6 月 20 日(火) 児童館 相談員  雑談形式 

7 月 18 日(火) 児童館 相談員  雑談形式 

8 月 22 日(火) 児童館 相談員  雑談形式 

9 月 1 日(金) 南部公民館 相談員  相談室開設 

9 月 8 日(金) 西部公民館 相談員  相談室開設 

9 月 15 日(金) 児童館 相談員  雑談形式 

9 月 22 日(金) 北部公民館 相談員  相談室開設 

10 月 6 日(金) 西部公民館 相談員  相談室開設 

10 月 13 日(金) 南部公民館 相談員  相談室開設 

10 月 20 日(金) 児童館 相談員 雑談形式 

10 月 23 日(月) 本町公園 相談員 雑談形式 

10 月 26 日(木) 本町公園 相談員 雑談形式 

10 月 27 日(金) 北部公民館 相談員  雑談形式 

10 月 27 日(金) 本町公園 相談員 雑談形式 

10 月 31 日(火) 本町公園 相談員 雑談形式 

11 月 1 日(水) 本町公園 相談員 雑談形式 

11 月 25 日(土)  文化センター 擁護委員 土曜相談 

12 月 23 日(土)  文化センター 擁護委員 土曜相談 

令和６年 2 月 22 日(木)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 8 日(金)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 10 日(日)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 14 日(木)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 15 日(金)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 26 日(火)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 

3 月 27 日(水)  子ども支援団体 相談員 訪問あいさつ 
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２ 講師派遣 
 

多くの人が子どもの権利について内容を正しく理解し、子どもがその権利を適切に

行使できるよう、子どもの権利に関する講演や研修等の講師を行っております。 

 (１) 出前講座の開設 

  「市役所出前講座」に子どもの権利の相談・救済に関することをテーマにした講

座を設けております。担当課からの要請に基づき、子どもの権利擁護委員等を講師

として派遣しました。 

 (２) 講演への参加 

  子どもの権利に関する講演や研修等を企画する関係団体等からの講師依頼に基

づき、子どもの権利擁護委員等を講師として派遣しました。 
 

 【講師派遣一覧】 

日時 講演テーマ 派遣講師 備考 

令和５年 

6 月 23 日(金) 

石戸小学校ＰＴＡ 

 ～北本市子どもの権利に関する条例・子

どもの権利擁護委員の活動～ 

擁護委員 出前講座 

8 月 26 日(土) 

子ども支援団体 

～「子どもの権利条例できたって！ 

  子どもの権利相談の人権擁護委員に

聞いてみよう」～ 

擁護委員 

相談員 
出前講座 

10 月 16 日(月) 
東小学校 

～子どもの権利と子育て～ 
擁護委員 子育て講座 

10 月 17 日(火) 
南小学校 

～子どもの権利と子育て～ 
擁護委員 子育て講座 

10 月 23 日(月) 
北小学校 

～子どもの権利と子育て～ 
擁護委員 子育て講座 

10 月 27 日(金) 
石戸小学校 

～子どもの権利と子育て～ 
擁護委員 子育て講座 

11 月 16 日(木) 
公立保育園 

 ～職員研修～ 
擁護委員 出前講座 

11 月 24 日(金) 
民生・児童委員 

～北本市子どもの権利に関する条例～ 
擁護委員 出前講座 

令和６年 

2 月 2 日(金) 

東小学校ＰＴＡ 

 ～こどもまんなか社会ってなぁーに～ 
擁護委員 出前講座 

 

  

講演中の風景 講演中の風景 
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３ 関係機関との連携 
 

 (１) こども応援ネットワーク会議との連携 

  子どもに対する支援を行う民間団体などが参加するこども応援ネットワーク会

議に参加し、情報の共有や各団体との連携を図っております。 
  

 【連携団体】 

団  体  名 連 携 内 容 

きたもとＢＡＳＥ 会議への参加、イベントへの参加、参加団体との連携 

 

 

４ その他の活動 
 

 (１) 子どもの権利擁護委員活動報告 

  ア 北本市子どもの権利に関する条例第 33 条の規定に基づき、令和４年度子ど

もの権利擁護委員の活動状況について市長に報告しました。 

 【子どもの権利擁護委員活動報告】 
報  告  日 報  告  事  項 

令和 5 年 9 月 5 日(火) 令和 4 年度子どもの権利擁護委員活動状況報告書により報告 
 

  イ 子どもの権利の日フォーラムにおいて、令和４年度の子どもの権利擁護委員

の活動内容を報告しました。 

 【子どもの権利の日フォーラム】 

日  時 令和 5 年 10 月 22 日（日） 13：30～ 

場  所 市役所庁舎ホール 

内  容 【第 1 部】令和 4 年度子どもの権利擁護委員活動報告 

     報告者 原田擁護委員、安擁護委員 

【第 2 部】基調講演 

     演題 「子ども基本法と自治体における 

         子どもの意見表明・参加」 

     講師 野村武司 氏 （東京経済大学教授） 

【第 3 部】子どもの権利相談室愛称発表 

参 加 者 擁護委員、相談員、事務局 

  

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムの様子 
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 (2) ワークショップの開催 

日  時 令和 5 年 8 月 29 日（火）午前 9：45～ 

場  所 中丸東小学校学童保育室、他 

件  名 きたもと子ども権利タイム＠うさぎっ子 

参 加 者 47 名 

開催目的 子どもと擁護委員・相談員等が一緒に楽しみながら、子どもの権利

について「考える・感じる」時間を創る。 

子どもの権利相談を身近な場として感じてもらう。 

企画内容 ・権利に関する絵本の読み聞かせ 

・権利かるた遊び 

・子どもの権利アンケート 

・スポーツ、外遊び 

・絵描き～自分の気持ちや個性を大事に～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 研修会等への参加 

 子どもの権利に関する各種研修会等に参加しました。 

【参加した研修会等の一覧】 

期  日 研修テーマ 参加者 備考 

令和５年 

10 月 24 日(火) 

ヤングケアラーサポートクラス授業参観会 

開催：北小学校 

擁護委員 

相談員、事務

局 

 

10 月～12 月  子どもアドボケイト養成講座【基礎講座】 相談員 講座 10 コマ 

12 月 23 日(土) 
情報交換会 

不登校・引きこもり親の会 
相談員  

令和６年 

2 月 10 日(土) 

2 月 11 日(日) 

「地方自治と子ども施策」 

全国自治体シンポジウム 2023 

開催：小金井市 

擁護委員 

相談員 

事務局 

 

2 月 24 日(土) 不登校からのリカバリーストーリー 
擁護委員 

相談員 
 

2 月 29 日(木) 
北本市ゲートキーパー養成講座 

開催：健康づくり課 
相談員  

～自分の気持ち～ ワークショップ中の風景 
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お  わ  り  に 
 

 

北本市子どもの権利擁護委員 

安 ウンギョン 

 

 

 きたもと子どもの権利相談「とまちゃんち」の活動を始めて２年が経とうとして

います。この間、学校、学童保育室、子どもの居場所、またはイベントなどの様々

な場面で、子どもや大人に出会い、北本市子どもの権利に関する条例の認知度を高

めたり、「とまちゃんち」を気軽に活用してもらったりするための普及啓発活動に力

を入れてきました。その一助として、楽しみながら子どもの権利について触れ、権

利を身近に感じてもらえるよう、条例で定める子どもの４つの権利についての穴埋

めクイズを作成しました。「〇られるけんり、あ〇し〇していきるけんり、〇〇〇ら

しくそだつけんり、〇んかするけんり」というクイズをそれぞれの権利の説明をヒ

ントにしながら、〇に入る文字を考え、完成させるものです。「守られる権利、安心

して生きる権利、自分らしく育つ権利」は割と簡単に答えられても、子どもも大人

も「参加する権利」については苦戦していました。中には「けんかする権利か

な？」と答える人も少なくなく、４つの権利の中でも「参加すること」を子どもの

権利として結び付ける発想が、最も定着していないと感じました。  

１９８９年、国連総会にて全会一致で採択された「国連子どもの権利条約」に日

本政府が批准したのが１９９４年です。今年がちょうど３０年目の節目の年にあた

ります。日本は子どもの権利条約の推進においては、他国より取り組みが遅いと言

われてきました。しかし、近年、こども基本法の制定やこども大綱の策定など、子

どもの権利保障について大きな進展がみられます。そういう変化と軌を一にした、

子どもの権利に関する条例をはじめとする北本市の子どもを主体にした施策の推進

は、県内はもとより県外の自治体などから注目されることでしょう。  

国連で定めた子どもの権利条約は、子どもが守られる対象であるだけでなく、人

としての権利をもつ主体であることを明確にし、子どもにとって一番よいこと(最善

の利益)を探り、実現させる仕組みを共に作っていこうとする世界共通の約束です。

そして、国が推進する子どもについての施策や本市の子どもの権利に関する条例の

理念は、本条約に則ったものとなっています。 

人権意識が高まるなか、子どもの権利の実現に向けた取り組みには、子どもの

「参加」は欠かせず、最も重要な課題のひとつとされています。これまで、大人中

心の社会づくりにより文化や慣習、あるいは制度として「子どもの声」が重要視さ

れることはありませんでした。今こそ、「子どもの声に耳を傾ける」ことにシフトす

るときです。「子どもの声に耳を傾ける」とは、子どものあらゆる生活や活動の場に

おいて、子ども自身が自分の気持ちや思い、あるいは提案について発表する機会が

与えられ、自由に声に出すことが許され、子どもが「社会づくり」に参画している
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状況を言います。子どもにとって一番よいと考えられることを、子ども不在で決め

るのではなく、子どもの意見を尊重しながら話し合いを重ね、子どもとともに納得

のいく解を見い出していくことが大切です。子ども期から主体的に物事に関わる経

験の積み重ねが、よりよく生きる力を育み、たくましく成長し、人生の主人公とし

て充実した生活を送ることにつながります。 

しかし、この実現には、周りの大人の子どもへの理解が欠かせません。まさに、

ここが大人の出番です。子どもに寄り添って話を聴く姿勢、子どもと真正面から向

き合う態度、普段からの人格を持った一人の人間としての丁寧な接し方など、子ど

もに対する真剣さや温かさが求められ、試されています。 

また、大人が子どもを見ている以上に、子どもは大人のことをよく見ているのも

事実です。子どもは「大人は忙しい」と言った雰囲気を感じとると、「これを言った

ら迷惑をかけてしまうかもしれないな」と考え、「大人は厳しい、怖い」と感じた

り、大人からのプレッシャーに圧倒されたりすると、子どもは大人に相談したくて

も相談できない状況が生まれます。 

このことから、大人が幸せな状態を保ち、穏やかに優しく子どもとふれあえる余

裕を持てるということが、「社会づくり」に子どもの参加を促し、充実させていくた

めにも、とても大事であると考えます。 

「子どもが幸せな生活を送ることができる社会を実現すること」を目的として制

定された北本市の子どもの権利に関する条例も、まずは大人が幸福感を感じないと

実現できないのかもしれません。「しんどいな、きついな」と感じ、子どもとのかか

わりが難しいなと感じた時は、遠慮なく「とまちゃんち」を訪ねてください。「とま

ちゃんち」は、子どもも大人もウェルカムです！！一緒に話し合い、子どもが幸せ

な生活を送ることができる社会を作っていきましょう。 
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Ⅳ 参考資料 

 
  北本市子どもの権利に関する条例 

  北本市子どもの権利に関する条例施行規則 

  北本市子どもの権利擁護委員名簿 
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○北本市子どもの権利に関する条例 

令和４年３月 31 日条例第８号 

北本市子どもの権利に関する条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 子どもにとって大切な権利（第

７条―第 11 条） 

第３章 生活の場における子どもの権利

の保障（第 12 条―第 14 条） 

第４章 子どもの権利に関する基本的な

施策等（第 15 条―第 20 条） 

第５章 子どもの権利に関する相談及び

救済等（第 21 条―第 34 条） 

第６章 子どもの権利に関する施策の総

合的な推進と検証（第 35 条―第 38 条） 

第７章 雑則（第 39 条・第 40 条） 

附則 

子どもを含むすべての人は、生まれなが

らにして自由であり、いかなる差別も受

けることなく、一人の人間として尊重さ

れ、人間らしく生きる権利を持っていま

す。そして、子どもは生きていくために

さまざまな助けが必要なことなどから、

大人と同じ基本的人権だけでなく、子ど

もだけの大切で特別な権利を持っていま

す。 

子どもは、自分自身にどのような権利が

あるのかを知り、この権利を使っていく

ことで、自分らしく生きることができる

ようになります。そして、自分の権利が

守られることで、すべての人の権利が自

分と同じように守られることを理解でき

るようになります。子どもの権利が保障

される社会を実現することは、すべての

人の権利が尊重される社会を実現するこ

とにもつながります。 

子どもは、ただ大人から守られる存在で

はなく、社会の一員です。自分たちに関

することについて思いを表明することが

でき、その思いが尊重されるとともに、

方針や決まり事を決める過程に参加する

ことができます。その経験は、自己肯定

感の向上や民主主義の理解にもつながり

ます。 

大人は自分が思い描く理想を子どもたち

に押し付けることなく、子どもが自分の

価値に気づき、力を発揮し、主体的に生

きていけるように支援する必要がありま

す。また、大人が子どもの権利を十分に

尊重できるようにするためには、子ども

に関わる大人も自身の権利が保障され、

十分な支援を受けられる必要があります。 

日本には、基本的人権を大切にする日本

国憲法があります。さらに、日本は、世

界の国々と、子どもの権利に関して条約

を結び、子どもの権利を大切にすること

を約束しています。私たち北本市民は日

本国憲法及び子どもの権利条約（児童の

権利に関する条約）の理念に基づき、子

どもの権利を保障することを宣言し、こ

の条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利の内

容を明らかにするとともに、子どもの権

利を守るための仕組みを定めることで子

どもの権利を保障し、もって全ての子ど

もが幸せな生活を送ることができる社会

を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 子ども 18 歳未満の者又はこれ
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と等しく権利を認めることが適当である

者をいう。 

(２) 保護者 親又は親に代わり子ども

を養育する者をいう。 

(３) 子ども関係施設 児童福祉法（昭

和 22 年法律第 164 号）第７条に規定す

る児童福祉施設、学校教育法（昭和 22 年

法律第 26 号）第１条に規定する学校そ

の他の子どもが育ち、学び、又は活動す

るための施設をいう。 

(４) 市民 市内に住み、市内で働き、

又は市内で学ぶ者（子どもを除く。）をい

う。 

(５) 事業者 市内で事業活動を行う個

人又は法人その他の団体をいう。 

(６) 虐待 児童虐待の防止等に関する

法律（平成 12 年法律第 82 号）第２条

に規定する児童虐待をいう。 

(７) 体罰等 しつけ、懲戒、指導その

他名目のいかんを問わず身体的又は精神

的な苦痛を与えることをいう。 

(８) いじめ 他の子どもが行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）

であって、子どもが身体的又は精神的な

苦痛を感じているものをいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもの権利は、次に掲げる事

項を基本理念として、保障されなければ

ならない。 

(１) 子ども又は家族の生まれ育った環

境、状況、人種、国籍、障害の有無等に

かかわらず、差別されないこと。 

(２) 子どもの最善の利益が優先して考

慮されること。 

(３) 子どもの生きる権利が認められ、

成長及び発達が可能な最大限の範囲にお

いて確保されること。 

(４) 自らに影響を及ぼす全ての事項に

ついて意見を表明することができること

及びその意見がその子どもの年齢及び発

達の程度に応じて、十分に尊重されるこ

と。 

(５) 自らが権利の主体であり、その権

利を自ら行使することができること及び

その権利の行使に当たって必要な支援を

受けられること。 

（市等の役割） 

第４条 市は、子どもの権利を尊重し、

あらゆる施策を通じて、これを保障しな

ければならない。 

２ 保護者は、その養育する子どもの養

育及び発達について第一義的責任を有し

ていることを認識し、その養育する子ど

もの権利を保障しなければならない。 

３ 子ども関係施設の設置者及び管理者

は、当該子ども関係施設において子ども

の権利を保障しなければならない。 

４ 市民は、家庭、子ども関係施設又は

地域の中で相互に連携し、及び協力し、

子どもの権利を保障しなければならない。 

（連携等） 

第５条 市は、子どもの権利の保障に関

する施策を実施するに当たっては、国及

び他の地方公共団体並びに保護者、子ど

も関係施設、市民、事業者及び子どもの

権利擁護に取り組む団体等との連携又は

協働に努めなければならない。 

２ 市は、子どもの権利の保障に資する

ため、子ども関係施設、市民、事業者及

び子どもの権利擁護に取り組む団体等が

相互に連携することができるよう、必要

な支援を行わなければならない。 

（きたもと子どもの権利の日） 

第６条 子どもの権利について、子ども

及び市民の関心を高めるとともに、その

理解を深めるため、きたもと子どもの権

利の日を設ける。 
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２ きたもと子どもの権利の日は、11 月

20 日とする。 

３ 市は、きたもと子どもの権利の日に

合わせて、第１条の目的にふさわしい事

業を実施するものとする。 

第２章 子どもにとって大切な権利 

（大切な子どもの権利の保障等） 

第７条 この章に定める権利は、子ども

が成長し、及び発達していくために大切

な子どもの権利として保障されなければ

ならない。 

２ 子どもは、自らの権利を大切にする

とともに他者の権利を尊重することがで

きる力を身に付けるために、必要な支援

を受けることができる。 

（安心して生きる権利） 

第８条 子どもは、安心して生きるため

に、主として次に掲げる権利を有する。 

(１) 命が守られ、尊重されること。 

(２) 愛情及び理解をもって育まれるこ

と。 

(３) あらゆる差別及び不当な扱いを受

けないこと。 

(４) あらゆる身体的若しくは精神的な

暴力を受けないこと又は放置されないこ

と。 

(５) 健康に配慮がなされ、適切な医療

が受けられること。 

(６) 平和及び安全な環境の下で生活で

きること。 

(７) 困っていること及び不安に思って

いることについて相談できること。 

（自分らしく育つ権利） 

第９条 子どもは、自分らしく育つため

に、主として次に掲げる権利を有する。 

(１) 個性が認められ、人格が尊重され

ること。 

(２) 遊んだり、休んだりすること。 

(３) 年齢及び理解の程度に応じて学ぶ

こと。 

(４) 芸術、文化、運動及び自然に親し

むこと。 

(５) 自らに関係することについて、必

要な助言、情報の提供その他の援助を受

け、年齢及び発達の程度に応じて自分で

決めることができること。 

(６) 地域及び社会の活動に参加するこ

と。 

(７) 安心して過ごすことができる居場

所が確保されること。 

（守られる権利） 

第 10 条 子どもは、心身を傷つけるも

のから守られるために、主として次に掲

げる権利を有する。 

(１) あらゆる権利の侵害から逃れられ

ること。 

(２) あらゆる搾取から守られること。 

(３) 子どもであることを理由に不当な

扱いを受けないこと。 

(４) 自らの意思及び考えが尊重される

こと。 

(５) 自らに関する情報が不当に収集さ

れ、利用されないこと。 

(６) 誇りを傷つけられないこと。 

（参加する権利） 

第 11 条 子どもは、自らに関わること

について参加するために、主として次に

掲げる権利を有する。 

(１) 自らの意見を表明することができ、

その年齢及び発達の程度に応じてその意

見が尊重されること。 

(２) 自らの意見を表明するために、必

要な助言、情報の提供その他の援助を受

けることができること。 

(３) 仲間をつくり、集まること。 

第３章 生活の場における子どもの権利

の保障 

（家庭における権利の保障） 
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第 12 条 保護者は、その養育する子ど

もの最善の利益を考慮し、その子どもの

成長及び発達の程度に応じた養育に努め

るものとする。 

２ 保護者は、その養育する子どもが権

利を行使する際には、その子どもの最善

の利益を確保するため、その子どもの年

齢及び発達の程度に応じた支援に努める

ものとする。 

３ 保護者は、その養育する子どもの言

葉、表情、しぐさ等から子どもの思いを

受け止め、これを尊重するものとする。 

４ 保護者及び子どもと同居する者は、

その子どもに対して、虐待及び体罰等を

してはならない。 

５ 保護者は、その子どもの養育に当た

って、市から必要な支援を受けることが

できる。 

（子ども関係施設における権利の保障） 

第 13 条 子ども関係施設の設置者及び

管理者は、子どもが安心して安全に自分

らしく育ち、学び、又は活動することが

できるよう、当該施設の環境の整備に努

めるものとする。 

２ 子ども関係施設の設置者、管理者及

び職員（以下「施設関係者」という。）は、

当該施設において、子どもの最善の利益

を考慮し、年齢及び発達の程度に応じた

適切な支援に努めるものとする。 

３ 施設関係者は、子どもが、当該施設

の行事、運営等に参加する機会及び意見

を表明する機会の確保に努めるものとす

る。 

４ 施設関係者は、当該施設において、

子どもに対して、虐待及び体罰等をして

はならない。 

５ 施設関係者は、当該施設において、

いじめの防止に努めるとともに、いじめ

が発生した場合には、子どもの最善の利

益を考慮し、関係する機関と連携し、子

どもの権利の救済等に努めるものとする。 

６ 子ども関係施設の設置者及び管理者

は、当該施設の職員に対し、子どもの権

利についての理解を十分に深めるため、

研修の機会を設けるよう努めるものとす

る。 

７ 市は、子ども関係施設の設置者及び

管理者が子どもの権利を保障するために

必要な活動に対して、必要な支援に努め

なければならない。 

（地域における権利の保障） 

第 14 条 市民及び事業者は、地域の中

で子どもを見守り、子どもが安心して自

分らしく過ごすことができるよう努める

ものとする。 

２ 市民及び事業者は、子どもが、地域

の行事、運営等に参加する機会及び意見

を表明する機会の確保に努めるものとす

る。 

３ 市民及び事業者は、子どもに対して、

虐待及び体罰等をしてはならない。 

４ 事業者は、その従業員が安心してそ

の子どもを養育することができるよう、

十分に配慮し、及び支援するよう努める

ものとする。 

５ 市は、市民及び事業者が子どもの権

利を保障するために必要な活動に対して、

必要な支援に努めなければならない。 

第４章 子どもの権利に関する基本的な

施策等 

（普及啓発） 

第 15 条 市は、子ども及び市民が子ど

もの権利を正しく理解するとともに、子

どもがその権利を適切に行使し、その権

利が侵害された場合等には、速やかに子

ども及び市民が相談することができるよ

う、広報等により普及啓発しなければな

らない。 
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２ 市は、家庭、子ども関係施設、事業

者、地域等において子どもの権利に関す

る学習等が推進されるよう必要な支援に

努め、及び環境の整備に努めなければな

らない。 

３ 市は、保護者及び子どもを支援する

者その他子どもの権利擁護に職務上関係

のある者に対し、子どもの権利及びその

擁護についての理解を深めるため、研修

等の機会を提供しなければならない。 

（意見表明及び社会参加の機会の確保） 

第 16 条 市は、子どもが市の施策に対

して意見を表明する機会の確保に努めな

ければならない。 

２ 市は、ボランティア活動、国際交流

活動その他の子どもが社会参加する機会

の確保に努めなければならない。 

３ 市は、子どもが意見を表明し、又は

社会に参加しやすくなるよう、その支援

に努めなければならない。 

（きたもと子ども会議） 

第 17 条 市長は、市の施策について子

どもの意見を求めるため、きたもと子ど

も会議を設置することができる。 

２ きたもと子ども会議は、その主体で

ある子どもが定める方法により、意見を

まとめ、市長その他の執行機関に提出す

ることができる。 

３ 市長その他の執行機関は、きたもと

子ども会議から提出された意見を尊重し

なければならない。 

（虐待、体罰等及びいじめの防止等） 

第 18 条 市は、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備、関係する機関との連

携の強化、研修の実施及び広報その他の

啓発に努めなければならない。 

２ 市は、市の子ども関係施設における

虐待及び体罰等を禁止するとともに、そ

の他の子ども関係施設における虐待及び

体罰等の防止に必要な支援に努めなけれ

ばならない。 

３ 市は、いじめの防止、いじめの早期

発見及びいじめへの対処のための対策を

実施しなければならない。 

４ 市は、虐待、体罰等及びいじめの被

害者又は発見者が通報又は相談しやすい

環境の整備に努めなければならない。 

（特別な配慮が必要な子ども及びその保

護者に対する支援） 

第 19 条 市は、障害のある子ども、経

済的に困窮している家庭の子ども、ひと

り親家庭の子ども、本人又は保護者が外

国籍の子ども、不登校の子どもその他の

特別な配慮が必要な子どもの現在及び将

来がその生まれ育った環境によって左右

されることのないよう、その子ども又は

その保護者に対し、必要な支援を行わな

ければならない。 

２ 市は、前項に規定する特別な配慮が

必要な子どもを把握するため、必要に応

じて調査、訪問等を実施するものとする。 

（成長及び発達に資する支援） 

第 20 条 市は、子どもの成長及び発達

に資する体験及び交流の促進を図るとと

もに、当該体験及び交流のための場又は

機会の提供に努めなければならない。 

２ 市は、子どもの芸術的又は文化的な

活動、運動及び余暇の利用の促進を図る

とともに、これらの機会の提供に努めな

ければならない。 

３ 市は、家庭及び学校のほか子どもが

安心して過ごすことができる場の確保に

努めなければならない。 

４ 市は、子どもが必要かつ適切な医療、

福祉及び教育を受けられるよう、子ども

又はその保護者に対し、必要な支援を行

わなければならない。 

第５章 子どもの権利に関する相談及び
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救済等 

（擁護委員の設置） 

第 21 条 市長は、子どもの権利の侵害

の防止を図るとともに、権利の侵害から

迅速かつ適切にこれを擁護し、及び救済

するため、北本市子どもの権利擁護委員

（以下「擁護委員」という。）を置く。 

（擁護委員の職務） 

第 22 条 擁護委員の職務は、次のとお

りとする。 

(１) 子どもの権利に関する相談に応じ、

必要な助言その他の援助を行うこと。 

(２) 子どもの権利の侵害からこれを擁

護し、若しくは救済するための申立て（以

下「救済等の申立て」という。）又は擁護

委員の発意に基づき、調査、調整、是正

等の勧告又は要請及び制度の改善を求め

るための意見表明を行うこと。 

(３) 前号の規定による勧告、意見表明

等の内容を公表すること。 

(４) 子どもの権利に関する普及啓発を

行うこと。 

（擁護委員の責務） 

第 23 条 擁護委員は、子どもの権利の

擁護者として、公平かつ適切に職務を遂

行するとともに、その職務の遂行に当た

っては、関係する機関との連携及び協力

に努めなければならない。 

２ 擁護委員は、その職務上の地位を政

治的、営利的又は宗教的な目的に利用し

てはならない。 

３ 擁護委員は、正当な理由なく、職務

上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

（擁護委員の定数、任期等） 

第 24 条 擁護委員の定数は、３人以内

とする。 

２ 擁護委員は、人格が高潔であり、子

どもの権利に関し優れた識見を有する者

であって、かつ、次に掲げる者のうちか

ら、市長が議会の同意を得て委嘱する。 

(１) 弁護士又は司法書士 

(２) 大学の教員 

(３) 社会福祉士、精神保健福祉士又は

公認心理師 

(４) 前３号に掲げる者のほか、子ども

の権利擁護に関し実務経験を有するもの

として市長が認める者 

３ 擁護委員の任期は、２年とし、再任

されることを妨げない。ただし、補欠の

委員の任期は前任者の残任期間とする。 

４ 市長は、擁護委員が心身の故障のた

め職務の遂行ができないと認められる場

合又は職務上の義務違反その他擁護委員

として明らかにふさわしくない行為があ

ると認められる場合を除いては、その擁

護委員を解職することができない。 

５ 市長は、前項に規定する場合におい

て、その擁護委員を解職しようとすると

きは、あらかじめ議会の同意を得なけれ

ばならない。 

（擁護委員への協力） 

第 25 条 市の機関は、擁護委員の職務

の遂行に関し、その独立性を尊重すると

ともに、積極的に協力し、及び援助しな

ければならない。 

２ 市の機関以外のものは、擁護委員の

職務の遂行に協力するよう努めるものと

する。 

３ 市長は、市の機関以外のものに対し、

擁護委員の職務の遂行に協力するよう要

請することができる。 

（相談及び救済等の申立て） 

第 26 条 何人も、次に掲げる子どもの

権利に係る事項について、擁護委員に対

し、相談及び救済等の申立てを行うこと

ができる。 

(１) 市内に居住する子どもに係るもの 



- 36 - 

(２) 市内に通勤し、又は市内に通学し、

通所し、若しくは入所する子ども（前号

に掲げる子どもを除く。）に係るもの（相

談又は救済等の申立ての原因となった事

実が市内又は当該勤務先、通学先、通所

先若しくは入所先の事業活動の中で生じ

たものに限る。） 

２ 救済等の申立ては、書面又は口頭で

行うものとする。 

３ 擁護委員は、相談又は救済等の申立

てがあった場合において、その内容が第

１項各号のいずれにも該当しないときは、

適切な機関等に引き継がなければならな

い。 

（調査及び調整） 

第 27 条 擁護委員は、救済等の申立て

に係る事実又は擁護委員の発意に基づき

取り上げた事案について、調査を行うも

のとする。 

２ 擁護委員は、擁護若しくは救済が必

要な子ども若しくはその保護者以外の者

から救済等の申立てがされた場合におい

て調査を行うとき又は擁護委員の発意に

基づき取り上げた事案について調査を行

うときは、当該子ども又はその保護者の

同意を得なければならない。ただし、当

該子どもの権利が現に侵害されている場

合であって、その救済等のため緊急の必

要性があると擁護委員が認めるときは、

この限りでない。 

３ 擁護委員は、第１項の調査について、

その必要がないと認めるときは、調査を

中止し、又は打ち切ることができる。 

４ 擁護委員は、第１項の調査のため必

要があるときは、関係する市の機関に対

し、説明を求め、その保有する文書その

他の記録を閲覧し、若しくはその提出を

要求し、又は実地に調査することができ

る。 

５ 擁護委員は、第１項の調査のため必

要があるときは、子どもの権利の侵害か

らの擁護又は救済を図るため必要な限度

において、市の機関以外のものに対し、

説明を求め、資料の提出を要求し、その

他の協力を求めることができる。 

６ 擁護委員は、第１項の調査の結果、

必要があると認めるときは、子どもの権

利の侵害からの擁護又は救済のため、関

係者間の調整を行うことができる。 

（調査の対象外） 

第 28 条 擁護委員は、救済等の申立て

に係る子どもの権利の侵害が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、調

査を行わないものとする。ただし、特別

な事情があると認めるときはこの限りで

ない。 

(１) 裁決、判決等により確定した権利

関係に関する事案又は裁決、判決等を求

め現に係争中の事案に関するものである

場合 

(２) 擁護委員の行為に関するものであ

る場合 

(３) 救済等の申立ての原因となった事

実のあった日から 10 年を経過している

場合 

(４) 前３号に掲げるもののほか、救済

等の申立ての内容に重大な虚偽のあるこ

とが明らかである場合その他調査するこ

とが明らかに適当ではないと認められる

場合 

（勧告等の実施） 

第 29 条 擁護委員は、調査又は調整の

結果、必要があると認めるときは、関係

する市の機関に対し、是正等の措置を講

ずるよう勧告することができる。 

２ 擁護委員は、調査又は調整の結果、

必要があると認めるときは、関係する市

の機関に対し、制度の改善を求めるため
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の意見を表明することができる。 

３ 第１項の規定による勧告又は前項の

規定による意見表明を受けた市の機関は、

これを尊重しなければならない。 

（是正等の要請） 

第 30 条 擁護委員は、調査又は調整の

結果、必要があると認めるときは、関係

する市の機関以外のものに対し、是正等

の措置を講ずるよう要請することができ

る。 

（報告及び公表） 

第 31 条 擁護委員は、第 29 条第１項

の規定による勧告又は同条第２項の規定

による意見表明をしたときは、当該市の

機関に対し、その是正等又は改善の措置

の状況について報告を求めるものとする。 

２ 前項の規定により報告を求められた

市の機関は、当該報告を求められた日の

翌日から起算して 60 日以内に、擁護委

員に対して、その是正等又は改善の措置

の状況について報告しなければならない。 

３ 擁護委員は、第 29 条第１項の規定

による勧告若しくは同条第２項の規定に

よる意見表明をしたとき、又は前項の規

定による報告があったときは、その内容

を公表することができる。 

４ 擁護委員は、前項の規定による公表

をするに当たっては、個人情報等の保護

について十分な配慮をしなければならな

い。 

（結果等の通知） 

第 32 条 擁護委員は、第 27 条第１項

の規定による調査を実施し、これを第 29

条から前条までの規定により処理したと

きは、処理の概要を次の各号に掲げる者

に対し、速やかに通知しなければならな

い。第 27 条第３項の規定により調査を

中止し、又は打ち切ったときも同様とす

る。 

(１) 救済等の申立てを行った者 

(２) 第 27 条第２項の同意を得た者 

（活動状況の報告等） 

第 33 条 擁護委員は、毎年度、その活

動状況について、市長に報告するととも

に、これを公表するものとする。 

（相談員） 

第 34 条 市長は、擁護委員の職務の遂

行を補佐するため、相談員を置く。 

２ 相談員は、人格が高潔であり、子ど

もの権利に関し優れた識見を有する者の

うちから、市長が委嘱する。 

３ 相談員は、子どもの代弁者として、

子どもの気持ち及び思いを丁寧に聴くと

ともに、子どもの主体性が尊重されるよ

う、必要な助言その他の援助を行うもの

とする。 

４ 第 23 条の規定は、相談員について

準用する。 

第６章 子どもの権利に関する施策の総

合的な推進と検証 

（行動計画） 

第 35 条 市は、子どもの権利に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため、

北本市子どもの権利に関する行動計画

（以下「行動計画」という。）を策定する

ものとする。 

２ 市は、行動計画を策定するに当たっ

ては、子ども及び市民の意見を聴くとと

もに、北本市子どもの権利委員会（以下

「委員会」という。）の意見を聴くものと

する。 

３ 市は、行動計画及びその実施状況を

公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、行動計画の変更に

ついて準用する。 

（子どもの権利委員会） 

第 36 条 市長は、子どもの権利に関す

る施策の充実を図るとともに、子どもの
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権利の保障の状況を検証するため、委員

会を置く。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）

の定数は、10 人以内とする。 

３ 委員は、人権、福祉、教育その他子

どもの権利に関する分野において優れた

識見を有する者並びに子ども及び市民の

うちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任され

ることを妨げない。ただし、補欠の委員

の任期は前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、正当な理由なく、職務上知

り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

（委員会の職務） 

第 37 条 委員会は、市長その他の執行

機関の諮問に応じ、次に掲げる事項につ

いて調査審議する。 

(１) 行動計画に関すること。 

(２) 子どもの権利に関する施策の実施

状況に関すること。 

(３) 子どもの権利の保障の状況の検証

に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、子ど

もの権利に関する施策の充実に関するこ

と。 

２ 委員会は、必要があるときは自らの

判断で、前項に掲げる事項に関して調査

審議することができる。 

３ 委員会は、前２項に規定する調査審

議を行うに当たり、必要があると認める

ときは、委員以外の者に対し、必要な資

料の提出を求め、又は出席を求めて、そ

の意見を聴くことができる。 

（答申等） 

第 38 条 委員会は、前条の調査審議の

結果について、市長その他の執行機関に

答申等をするものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、委員会か

ら答申等を受けたときは、その内容を速

やかに公表しなければならない。 

３ 市長その他の執行機関は、委員会か

らの答申等を尊重し、必要な措置を講じ

なければならない。 

第７章 雑則 

（財政上の措置） 

第 39 条 市は、子どもの権利に関する

施策を推進するために必要な財政上の措

置を講じなければならない。 

（委任） 

第 40 条 この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和４年 10 月１日から施

行する。 
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北本市子どもの権利に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北本市子どもの権

利に関する条例（令和４年条例第８号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 条例第２条第１号に規定するこ

れと等しく権利を認めることが適当であ

る者とは、年齢が１８歳で、子ども関係

施設に入所し、通所し、又は通学する者

をいう。 

（きたもと子ども会議） 

第３条 条例第１７条第１項に規定する

きたもと子ども会議（以下「子ども会議」

という。）の委員は、市長が任命する。 

２ 市長は、子ども会議の委員の候補者

を公募するものとする。 

３ 子ども会議の委員は、議長の選出の

方法、議事の進行の方法、採決の方法、

意見の提出の方法及び意見をまとめ市長

その他の執行機関に提出するための方法

を定めるものとする。 

４ 子ども会議の庶務は、福祉部子育て

支援課において処理する。 

５ この条に定めるもののほか、子ども

会議に関し必要な事項は、子ども会議の

委員が協議して定める。 

（代表擁護委員） 

第４条 北本市子どもの権利擁護委員

（以下「擁護委員」という。）のうち１人

を代表擁護委員とし、擁護委員の互選に

よりこれを定める。 

２ 代表擁護委員の職務は、次のとおり

とする。 

⑴ 次条に規定する擁護委員会議の招集、

議事運営等に関すること。 

⑵ 擁護委員相互の連絡調整に関するこ

と。 

３ 代表擁護委員に事故があるとき又は

代表擁護委員が欠けたときは、あらかじ

め次条に規定する擁護委員会議で定める

擁護委員が、その職務を代理する。 

（擁護委員会議） 

第５条 次の事項を処理するため、擁護

委員会議を設置する。 

⑴ 条例第２２条に規定する職務の調整

等に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、擁護委員

が必要と認めること。 

２ 前項に定めるもののほか、擁護委員

会議に関し必要な事項は、擁護委員が協

議して定める。 

（口頭による申立ての手続） 

第６条 擁護委員又は条例第３４条に規

定する相談員は、口頭による救済の申立

てを受けた場合は、口頭による救済に係

る記録を作成しなければならない。 

（身分証明証の提示） 

第７条 条例第２７条第４項又は第５項

に規定する説明要求等は、擁護委員が行

うものとし、その身分を証する証票を携

帯し、関係人等に求められたときは、そ

れを提示しなければならない。 

２ 相談員は、前項に規定する説明要求

等を行う擁護委員の補佐をするときは、

その身分を証する証票を携帯し、関係人

等に求められたときは、それを提示しな

ければならない。 

（活動状況の報告） 

第８条 条例第３３条に規定する報告は、

次の事項に関し、一の擁護委員につき、

報告書その他これに類する書類を作成し、

市長に報告するものとする。 

⑴ 擁護委員が受け付けた相談及び申立
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てに関する概要 

⑵ 擁護委員が実施した調査に関する概

要 

⑶ 擁護委員が実施した助言その他の援

助、調整、是正等の勧告又は要請の概要

及び措置等の報告に関する概要 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、擁護委

員会議において市長に報告することが必

要と認められること。 

（北本市子どもの権利委員会の委員長及

び副委員長） 

第９条 北本市子どもの権利委員会（以

下「委員会」という。）に、委員長及び副

委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出し、

会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長

が指名する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員

長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（委員会の委員） 

第１０条 条例第３６条第３項に規定す

る人権、福祉、教育その他子どもの権利

に関する分野において優れた識見を有す

る者は、次に掲げる者とする。 

⑴ 大学の教員 

⑵ 関係行政機関の職員 

⑶ 関係団体を代表する者 

（委員会の会議等） 

第１１条 委員会の会議は、委員長が招

集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出

席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数

で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 委員会の庶務は、福祉部子育て支援

課において処理する。 

（公表） 

第１２条 条例第３１条第３項、第３３

条、第３５条第３項及び第３８条第２項

の規定による公表は、北本市公式ホーム

ページへの掲載及び市政情報コーナーに

おける閲覧による方法により行うものと

する。 

（通知等の方法の特例） 

第１３条 擁護委員は、申立人から希望

があった場合であって、擁護委員が適切

と認めたときは、この規則に定める様式

によらないで通知等をすることができる。 

（文書等の様式） 

第１４条 条例の施行のため必要な文書

の様式は、別表に掲げるところによるも

のとする。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年１０月１日から

施行する。 

  

別表（第１４条関係） 

様式番号 文書の種類 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

子どもの権利侵害救済等申立書（条例第２６条第２項の申立書） 

口頭申立記録書（条例第２６条第２項の口頭申立記録書） 

相談及び救済等の申立て引継通知書（条例第２６条第３項の通知書） 

同意書（条例第２７条第２項の同意書） 

調査中止（打切）通知書（条例第２７条第３項の通知書） 
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６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

説明要求等通知書（条例第２７条第４項の通知書） 

説明要求等依頼書（条例第２７条第５項の依頼書） 

身分証明証（第７条の身分証明証） 

是正勧告書（条例第２９条第１項の勧告書） 

意見書（条例第２９条第２項の意見書） 

是正等要請書（条例第３０条の要請書） 

是正等又は改善の措置の状況についての報告要求書（条例第３１条第１

項の要求書） 

是正等の措置についての報告書（条例第３１条第２項の報告書） 

是正勧告通知書（条例第３２条の通知書） 

意見表明通知書（条例第３２条の通知書） 

是正要請通知書（条例第３２条の通知書） 

是正等の報告通知書（条例第３２条の報告書） 

活動報告書（条例第３３条の報告書） 
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北本市子どもの権利擁護委員名簿 

職    名 氏   名 役  職  等 任     期 

北本市子どもの権利
擁護委員 

原 田 茂 喜 弁護士（埼玉弁護士会） 
令和 4 年 10 月 1 日から 
令和 6 年 9 月 30 日まで 

安 ウンギョン 平成国際大学 教員 令和 4 年 10 月 1 日から 
令和 6 年 9 月 30 日まで 
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北本市子どもの権利擁護委員 

北本市子どもの権利相談「とまちゃんち」 

〒364-8633 北本市本町１丁目１１１番地 

北本市役所 総務部 人権推進課内 

ＴＥＬ 048-590-5011 

フリーダイヤル 0120-0874-56 


